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特
定
不
妊
治
療
の
助
成
申
請

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
し
た

　

市
は
、
令
和
3
年
1
月
1
日
以
降
に
治

療
が
終
了
し
た
特
定
不
妊
治
療
の
助
成
申

請
の
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
し
た
。
必
要

書
類
な
ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
健
康
課
母
子
保
健
担

当
へ
。

1
月
に
対
象
と
助
成
額
を

一
部
変
更
し
ま
し
た

　

市
は
、
1
月
に
特
定
不
妊
治
療
の
対
象

と
助
成
額
を
一
部
変
更
し
ま
し
た
。
対
象

と
な
る
治
療
は
、
令
和
3
年
1
月
1
日
以

降
に
治
療
が
終
了
し
た
も
の
で
す
。
変
更

点
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
治
療
1
回
当
た
り
の
助
成
額
を
、
1
子

に
つ
き
6
回
目
ま
で
上
限
30
万
円
に
増
額

（
治
療
開
始
の
年
齢
や
治
療
内
容
に
よ
り

異
な
り
ま
す
）
●
対
象
と
な
る
人
の
所
得

制
限
を
廃
止　

●
対
象
と
な
る
人
に
法
律

上
婚
姻
関
係
の
無
い
事
実
婚
の
夫
婦
を
追

加昨
年
12
月
中
に
治
療
を
終
了
し
た
人
は

3
月
31
日
㈬
ま
で
に
忘
れ
ず
に
申
請
を

　

昨
年
12
月
中
に
治
療
を
終
了
し
た
人

は
、
3
月
31
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

発
達
障
害
へ
の
理
解
を
深
め
よ
う

　

市
は
、
4
月
2
日
〜
8
日
の
発
達
障
害

啓
発
週
間
に
ち
な
み
、
パ
ネ
ル
展
示
を
行

い
ま
す
。
市
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

や
児
童
発
達
支
援
事
業
所
と
い
っ
た
、
関

係
機
関
の
施
設
や
支
援
内
容
な
ど
を
紹
介

し
ま
す
。
自
閉
症
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
発
達

障
害
は
、
脳
機
能
の
発
達
が
関
係
し
て
い

る
障
害
で
す
。集
団
行
動
や
運
動
が
苦
手
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
に
く
い
な

ど
生
活
の
し
づ
ら
さ
が
あ
り
、
そ
の
特
性

は
一
人
一
人
違
い
ま
す
。
発
達
障
害
へ
の

理
解
を
深
め
る
き
っ
か
け
に
し
て
く
だ
さ

い
。

●
日
時
＝
3
月
27
日
㈯
〜
4
月
4
日
㈰
、

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分　

●
会

場
＝
市
役
所
1
階
市
民
ロ
ビ
ー　

●
問
い

合
わ
せ
先
＝
市
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
（
☎
3
2
1
・
1
3
5
1
）

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療

加
入
者
へ
の
お
知
ら
せ

　

い
ず
れ
も
問
い
合
わ
せ
は
、
高
崎
市
国

民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
保
険
年
金
課
国

保
担
当
（
☎
3
2
1
・
1
2
3
6
）
か
各

支
所
市
民
福
祉
課
へ
、
後
期
高
齢
者
医

療
は
保
険
年
金
課
医
療
給
付
担
当
（
☎

3
2
1
・
1
2
3
7
）
か
各
支
所
市
民
福

祉
課
へ
。

保
養
施
設
の
利
用
に
お
得
な
助
成
券

　

市
内
の
保
養
施
設
に
宿
泊
す
る
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
助
成
額
は
1

人
1
泊
に
つ
き
2
0
0
0
円
で
、
年
度
ご

と
に
1
泊
だ
け
で
す
。
家
族
や
グ
ル
ー
プ

な
ど
で
健
康
増
進
や
余
暇
の
活
用
に
役
立

て
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
＝
国
保
加
入
者
で
、
国
保
税
を
完

納
し
て
い
る
世
帯
の
小
学
1
年
生
〜
74
歳

の
人
か
、
市
内
に
在
住
の
群
馬
県
後
期
高

齢
者
医
療
の
加
入
者
で
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
人　

●
施
設
＝

は
ま
ゆ
う
山
荘
（
倉
渕
町
川
浦
）、
相
間

川
温
泉
ふ
れ
あ
い
館
（
倉
渕
町
水
沼
）、

ゆ
う
す
げ
元
湯
（
榛
名
湖
町
）、
牛
伏
ド

リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー　

●
申
し
込
み
＝
各
施

設
で
宿
泊
予
約
を
し
た
後
、
4
月
1
日
㈭

か
ら
、
宿
泊
す
る
人
全
員
の
国
民
健
康
保

険
証
か
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

持
っ
て
、各
問
い
合
わ
せ
先
へ
。
た
だ
し
、

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
代
理
人
の

写
真
付
き
の
本
人
確
認
が
で
き
る
物
が
必

要
で
す

交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら
届
け
出
を

　

交
通
事
故
に
遭
う
、
犬
に
か
ま
れ
る
な

ど
、
第
三
者
が
原
因
の
け
が
の
治
療
で
保

険
証
を
使
う
と
き
は
、
必
ず
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。
本
来
加
害
者
が
負
担
す
べ
き
治

療
費
を
、
市
が
い
っ
た
ん
肩
代
わ
り
し
、

後
で
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

健康課健康づくり担当 ☎027-381-6114

保健予防課 ☎027-381-6112
健康課母子保健担当 ☎027-381-6113

箕郷保健センター ☎027-371-9060

群馬保健センター ☎027-373-2764

吉井保健センター ☎027-387-1201
榛名・倉渕保健センター ☎027-374-4700

新町保健センター ☎0274-42-1241
問
い
合
わ
せ
先

暴
れ
ん
坊
だ
け
ど
時
々
甘
え

ん
坊
な
み
つ
き
く
ん
。
こ
れ

か
ら
も
た
く
さ
ん
笑
っ
て
過

ご
そ
う
ね
。

パ
パ
と
マ
マ
の
と
こ
ろ
へ
生

ま
れ
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が

と
う
。
心
も
体
も
健
康
に
、

す
く
す
く
育
っ
て
ね
。

松
本
充み

つ
き生
く
ん

（
9
か
月
の
男
の
子
）

八
木
原
慧け

い

く
ん

（
9
か
月
の
男
の
子
）

こ
こ
ろ
の
病
を
抱
え
る
人
と

そ
の
家
族
の
支
援

　

参
加
者
同
士
で
交
流
を
深
め
た
り
、
悩

み
を
語
り
合
っ
た
り
で
き
る
場
で
す
。
い

ず
れ
も
時
間
は
、
午
後
1
時
30
分
〜
3
時

30
分
で
、
定
員
は
先
着
8
人
、
費
用
は
無

料
で
す
。

　

申
し
込
み
は
、
締
め
切
り
日
ま
で
に
、

障
害
福
祉
課（
☎
3
2
1
・
1
3
5
8
）へ
。

お
話
の
会

●
期
日
＝
4
月
9
日
㈮　

●
会
場
＝
市
役

所
2
階
21
会
議
室　

●
対
象
＝
市
内
に
在

住
の
う
つ
病
や
統
合
失
調
症
な
ど
の
人

●
締
め
切
り
日
＝
4
月
7
日
㈬

家
族
の
つ
ど
い

●
期
日
＝
4
月
15
日
㈭　

●
会
場
＝
市
役

所
10
階
101
会
議
室　

●
内
容
＝
こ
こ
ろ
の

病
を
抱
え
る
人
の
行
動
・
言
動
で
対
応
に

困
っ
て
い
る
こ
と
を
語
り
合
う　

●
対
象

＝
市
内
に
在
住
の
う
つ
病
や
統
合
失
調
症

な
ど
を
抱
え
る
人
の
家
族　

●
締
め
切
り

日
＝
4
月
13
日
㈫

認
知
症
相
談

●
日
時
＝
4
月
14
日
㈬
午
後
1
時
30
分
〜

4
時　

●
会
場
＝
市
役
所
2
階
長
寿
社
会

課　

●
内
容
＝
認
知
症
の
症
状
や
治
療
に

つ
い
て
の
医
師
に
よ
る
相
談　

●
対
象
＝

市
内
に
在
住
で
、
認
知
症
に
つ
い
て
悩
み

や
不
安
の
あ
る
人
か
そ
の
家
族　

●
定
員

＝
4
人
（
予
約
制
）
●
費
用
＝
無
料　

●

申
し
込
み
＝
4
月
12
日
㈪
ま
で
に
、
長
寿

社
会
課
（
☎
3
2
1
・
1
3
1
9
）
へ

無料の男性向け風しん抗体検査
クーポン券の利用期限が延長。ぜひ検査を

　市は、昭和37年4月2日～54
年4月1日に生まれた男性を対象
に、風しんの抗体検査の費用を助
成しています。助成は1人1回です。
　対象者には、抗体検査を無料
で受けられるクーポン券を送付
しました。風しんは予防接種で
防げる感染症なので、この機会に抗体検査を受けてください。
　問い合わせは、保健予防課へ。

3
8
1
・
6
1
1
1
）
へ
。

家
計
の
負
担
を
軽
減
す
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
活
用
を

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
特
許
期
間

終
了
後
に
、
他
の
会
社
が
製
造
す
る
後
発

の
医
薬
品
で
す
。価
格
が
安
い
た
め
、ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
す
る
と
、
薬
の

自
己
負
担
額
が
下
が
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
薬
の
効
能
・
効
果
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
、
健
康
保
険
の
加
入
先
や
身
近

に
あ
る
薬
局
な
ど
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

障
害
者
就
労
相
談

●
日
時
＝
4
月
7
日
・
14
日
・
21
日
・
28

日
の
水
曜
日
、
午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30

分　

●
会
場
＝
市
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
2

階
障
害
者
支
援
S
O
S
セ
ン
タ
ー
・
ば

る
ー
ん　

●
内
容
＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
高
崎

の
職
員
に
よ
る
就
労
相
談　

●
対
象
＝

障
害
の
あ
る
人　

●
費
用
＝
無
料　

●

問
い
合
わ
せ
先
＝
障
害
者
支
援
S
O
S

セ
ン
タ
ー
・
ば
る
ー
ん
（
☎
3
2
5
・

0
1
1
1
）

寄
せ
ら
れ
た
善
意

市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
（
敬
称
略
）

百
歳
体
操
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
教

室
＝
2
万
2
5
5
円
、
城
山
保
育
園
＝
タ

オ
ル
24
枚
、
高
崎
法
人
会
女
性
部
会
＝
タ

オ
ル
3
5
0
枚
、
塚
沢
小
ふ
れ
あ
い
祭
り

実
行
委
員
会
＝
車
い
す
1
台
、
高
崎
地
区

更
生
保
護
女
性
会
箕
郷
支
部
＝
手
縫
い
雑

巾
30
枚

か
か
り
つ
け
薬
局
を
決
め
て

気
軽
に
薬
の
相
談
を

　

複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き
、

別
々
の
薬
局
で
薬
を
受
け
取
っ
て
い
ま
せ

ん
か
。
い
つ
も
薬
を
も
ら
う
か
か
り
つ
け

薬
局
を
決
め
て
お
く
と
、
飲
ん
で
い
る
薬

を
ま
と
め
て
把
握
で
き
ま
す
。
効
果
の
似

た
薬
や
飲
み
合
わ
せ
の
悪
い
薬
が
な
い
か

確
認
し
て
も
ら
っ
た
り
、
体
質
や
病
歴
に

合
わ
せ
て
薬
や
健
康
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受

け
た
り
で
き
ま
す
。
気
軽
に
相
談
で
き
る

か
か
り
つ
け
薬
局
を
決
め
て
、
治
療
や
健

康
づ
く
り
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、保
健
医
療
総
務
課（
☎

クーポン券の利用期限を延長しました
　抗体検査のクーポン券の利用期限を、来年 2月 28日㈪まで延
長しました。検査は、送付されたクーポン券で受けられます。紛
失した場合は再発行ができるので、保健予防課へ連絡してくださ
い。検査の結果、予防接種を受ける必要のある人には、接種費用
の助成も行っています。
　検査を受けられる医療機関など詳しくは、クーポン券に同封の
案内か市ホームページ（右記）で確認してください。
健診や人間ドックと一緒に受けられる場合がありま
す。

対象 時期
昭和 37年 4月 2日～

47年 4月 1日生まれの男性 平成 31年 3月※

昭和 47年 4月 2日～
54年 4月 1日生まれの男性 令和 2年 3月

血液検査で抗体の有無を調べる

■抗体検査の対象とクーポン券の発送時期

※検査を受けていない人に令和 2年 8月に再送しました

市の新型コロナ対策の特設サイト▶

新型コロナウイルスの相談窓口

かかりつけ医のない人
どこを受診したら良いか分からない人

●市受診・相談センター（☎ 381-6112）
月～金曜日　午前 8時 30分～午後5時15分

●県受診・相談センター
　（☎ 0570-082-820）
月～金曜日　午後5時15分～翌午前8時30分
土・日曜日、祝日　24時間
●発熱者外来予約専用電話（☎ 381-6000）
土・日曜日、祝日　午前 9時 30分～正午

●厚生労働省の電話相談窓口
　（☎0120-565653）
午前 9時～午後 9時

　発熱など気になる症状のある人は、
かかりつけ医へ相談してください。


